
●市公報（号外調達版）※3の発行予定は次のとおりです。

発行日 曜日 備      考 発行日 曜日 備      考

4.01 水 10.07 水

4.08 水 10.15 木 10/12はスポーツの日

4.15 水 10.21 水

4.22 水 10.28 水

4.30 木 4/29は昭和の日 11.05 木 11/3は文化の日
5/6は休刊。5/4はみどりの日、5/5はこどもの日、
5/6は振替休日 11.11 水

5.13 水 11.18 水

5.20 水 11.26 木 11/23は勤労感謝の日

5.27 水 12.02 水

6.03 水 12.09 水

6.10 水 12.16 水

6.17 水 12.23 水

6.24 水 12/30は休刊。12/29～1/3は休庁日

7.01 水 1.06 水

7.08 水 1.14 木 1/11は成人の日

7.15 水 1.20 水

7.23 木 7/20は海の日 1.27 水

7.29 水 2.03 水

8.05 水 2.10 水

8.13 木 8/11は山の日 2.17 水

8.19 水 2.25 木 2/23は天皇誕生日

8.26 水 3.03 水

9.02 水 3.10 水

9.09 水 3.17 水

9.16 水 3.25 木 3/22は振替休日
9/23は休刊。9/21は敬老の日、9/22は国民の休日、
9/23は秋分の日 3.31 水

9.30 水

注　原則、毎週水曜日に発行しますが、月曜日から水曜日までの間に祝日・振替休日等がある場合は、発行日
　を変更します。
　　なお、やむをえない理由により予定を変更して発行することがありますので、ご了承願います。
※3 市公報（号外調達版） とは、調達に係る公告等を掲載するために臨時に発行する名古屋市公報をいいま
  す。
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●市公報（本号）※1は、原則毎日発行します（本市の休日※2を除きます。）。ただし、掲載すべき事項
   がない場合等の事由で発行しないことがあります。

※1　市公報（本号） とは、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7年名古屋市規則第 162号）第
　　 5条第 2項及び第12条第 1項の規定に基づき特定調達契約についての公告（以下「調達に係る公告等」といいます。)
　　以外の事項を掲載するために定期的に発行する名古屋市公報をいいます。

※2  本市の休日とは、名古屋市の休日を定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条に規定する本市の休日を
    いいます。


